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２０１８年５⽉発⾏ （春号）

四国地⽅整備局営繕部
保全指導・監督室

１．官庁施設情報管理システム（ＢＩＭＭＳ－Ｎ）の特殊⼊⼒について

官庁施設情報管理システム（以下ＢＩＭＭＳ－Ｎ）については、四国４県において今年度も５月

から６月にて説明会を予定しています。保全担当者の皆様のご参加をお待ちしていますのでよろ

しくお願いします。

説明会においては、パソコンを使用しながら操作方法等ご説明していますが、中長期保全計

画を各施設において作成する場合、仕上げの種類、設備方式の違い等システムにてあらかじめ

用意された内容と違う内容を入力する必要もあるかと思います。今回は、その場合の入力方法

を簡単に説明します。

下記表示画面はＢＩＭＭＳ－Ｎの初期画面です。 印で囲んだ部分から中長期保全計

画を作成しますが、 印で囲んだ部分をクリックすると下記のようなマニュアル等の参考

資料が表示されます。
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表示されたマニュアルの中で「ＢＩＭＭＳ－Ｎを活用した個別施設計画策定・運用マニュアル」を開

くと「３．２中長期保全計画の見直し」があり、以下のような画面を説明した内容があります。

左側が用意された仕様等を選んで入力する画面ですが、そのプルダウンメニューの一番下に

「その他」という項目があります。それを選ぶと画面右側にある「詳細」ボタン表示がオンとなり、

仕様、改修周期、改修単価等が任意で入力できます。この「その他」の項目は建築のプルダウン

メニューと建築、設備のそれぞれの項目の下に「電気設備 その他１」等として用意されている

ので標準によらない内容の入力が各項目で可能になります。また、「中長期保全計画」のデータ

をエクセルシートに出力し、そのエクセルシートの内容を変更しＢＩＭＭＳ－Ｎにインポートして使

用することも可能です。施設の状況、または各省庁で決められている改修周期等があればその

内容に変更することにより実態に即した内容で中長期保全計画が作成できるのです。

２．「災害」が起きた際に重要となる保全

今年度当初にも山陰地方にて大きな地震が発生しましたが、施設に設置されている防災設備

については、いざ災害が起きた場合に所定の機能を発揮しなければ被害が拡大してしまう可能

性のある防災上重要なものがたくさんあります。防災設備は消防用設備（消火設備、非常警報

設備、避難設備等）、建築基準法関係防災設備（非常用照明装置、防火戸・防火シャッター、防

火ダンパー、排煙装置等）があります。今回は普段あまり使用しないために正常な状態が保たれ

ていない場合が見受けられる非常用照明器具について紹介します。
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・非常用照明器具の電池は切れていませんか？

事務庁舎では、階数が3以上で延べ面積が500

㎡を超える建築物､延べ面積が1,000㎡を超える建

築物などに設置されています。火災などで停電が

発生すると、避難方向や周囲の状況を把握し避難

するため、非常用照明が点灯します。正常に点灯

するか等、確認をお願いします。

電池内蔵型器具では、試験用フックを引いて点灯確

認、試験用フック付近の充電モニタで電池の充電状

況の確認をします。（下記参照）充電モニタが点灯し

ない場合は、電池交換が必要です。

【非常用照明器具(電池内蔵型)】

３．保全Ｑ＆Ａ

四国地方整備局営繕部では、四国地区官庁施設保全連絡会議終了後に保全相談コーナー

を設けているほか、随時電話及びメールで相談を受けています。その中で相談のあった内容に

ついて紹介させていただきます。

Ｑ 外壁点検の外注を検討

中。定期点検が出来る者の資

格要件で「建築物調査員の 2

年以上の実務経験者」とは、

行政職員に限定されるのか？

Ａ 行政職員に限定。従前の

告示は内容が変わっている旨

を説明しました。（右表参照）

試験用

フック

充電モニタ

【充電モニタによる電池の充電状況確認】

（モニタ表示は器具により異なる場合があります。取扱説明書などで確認を行い点検をお願いします）

・点灯する ： 正常。（充電されています）

・点灯しない ： 電池が切れている。

点灯しない場合は、電池を速やかに交換して下さい。（電池の寿命の目安は４～６年）

また、避難口・通路誘導灯器具本体の表示板は６～１０年が

交換の目安です。非常用照明器具と同様に充電モニタ等

にて確認をお願いします。
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞「保全レター四国」事務局 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
○ ４月の異動により、竹内保全・環境係長、大平保全指導・工事係長が担当者となりました。

前任に引き続きよろしくお願いいたします。

○「保全レター四国」は、タイムリーな保全情報等を発信し、少しでも皆様の施設管理のお役

に立ち適切な保全業務を推進していただきたいとの思いから配信させていただくもので

す。配信中止・配信先変更のご希望等がありましたら、事務局までご連絡頂きますようお

願いします。

また、必要に応じて、所掌する各施設管理者の皆様へ適宜転送していたたければ幸いです。

○ 保全について、お困りごとやご質問等がございましたらご遠慮なくお知らせください。

○ この保全レターは不定期に配信しています。

国土交通省四国地方整備局営繕部保全指導・監督室

〒 760-8554

香川県高松市サンポート 3-33 高松サンポート合同庁舎（北館）13 階

TEL 087-851-8061 FAX 087-811-8436

担当 竹内（内線 5181） 大平（内線 5526）
たけうち おおひら

E-mail skr-hozenkan@mlit.go.jp
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